
【様式３】 

③食育の日の取組 

 
提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 

山形県 

取 組 市 町 村 名 

取 組 団 体 ・ 企 業 名 

酒田市 

取 組 の 名 称 「食育の日献立」の実施 

実 施 時 期 毎月 19 日 

取 組 内 容 （目的） 
食を学び、食を受け継ぐことを重点目標に、学校給食における地産地消

の充実を図るとともに、食育を啓発するため実施しているものです。 

 
（対象者） 
小学校（22 校）及び、中学校（８校）  
小学校（児童数）4,669 人 
中学校（生徒数）2,635 人 

 
（実施内容） 
毎月 19 日の給食に「食育の日献立」を設定し、地元食材を使用した献

立を提供しています。 
また、食育の日に使用した旬の食材を紹介する「食育だより」を毎月、

発行しています（夏休みと春休みにかかる 3 月と８月を除く）。 

 
《献立表》 

 
 



《食育だより》 

 
 

 

 

 



【様式３】 

③食育の日の取組 

 
提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 
山形県 

取 組 市 町 村 名 

取 組 団 体 ・ 企 業 名 
寒河江市 

取 組 の 名 称 保育所での食育活動 

実 施 時 期 毎月 19 日の前後一週間に食育活動を実施。 

 

取 組 内 容 

 
○市内保育所において、年７回食育活動を実施。 
 「食」に対して興味を持ち「楽しく食べる子供」を目標に活動。五

感を使いながら、旬の野菜や地産食材、魚などの栄養について指導。

また、朝食の大切さやバランスのとれた食事、「いただきます」の意味

などについて指導。 
 食育指導後は、その内容について保護者にお便りを配布。 
 一部保育所において、保護者に対する栄養指導も実施。 
 保育所給食において、月１回「寒河江の日」として郷土料理や地産食

材を提供。 
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